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社会福祉法人あしたか太陽の丘理事等の報酬等に関する規則 

  

 （趣旨） 

第１条 社会福祉法人あしたか太陽の丘理事、監事、評議員及び評議員選任・解任委員

（以下「理事等」という。）の報酬、通勤手当、期末手当及び費用弁償に関しては、こ

の規則の定めるところによる。 

 （報酬） 

第２条 理事等には、報酬を支給する。 

２ 報酬の額は、別表第１に掲げるとおりとする。 

３ 常勤の理事の報酬は、社会福祉法人あしたか太陽の丘職員（以下「職員」という。）

の例により支給する。 

 （通勤手当） 

第３条 常勤の理事の通勤に要する費用は、職員の例により支給する。 

 （期末手当） 

第４条 常勤の理事等で６月１日及び１２月１日（それぞれの日を「基準日」という。）

 にそれぞれ在職するものには、期末手当を支給する。 

２ 期末手当の額は、前項の者が、それぞれの基準日現在において受けるべき報酬月額と

報酬月額に 100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の232.5を乗じて得た額に基準日

以前６か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて次の表に定める割合を

乗じて得た額とする。 

在職期間 割合 

６か月 

５か月以上６か月未満 

３か月以上５か月未満 

３か月未満 

１００分の１００ 

１００分の ８０ 

１００分の ６０ 

１００分の ３０ 

３ 期末手当は、職員の例により支給する。 

 （費用弁償） 

第５条 理事等があしたか太陽の丘の用務のため旅行した場合には、その者に対し、当該

旅行に要した費用を弁償する。 

２ 費用弁償の額は、別表第２に掲げるとおりとする。 

３ 前２項に定めるもののほか、費用弁償については、職員の旅費の例による。 

 （委任） 

第６条 この規則の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 

   附 則 

 この規程は、昭和６１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、昭和６２年４月１日から施行する。 

附 則 



 - 2 - 

 この規程は、昭和６３年４月１日から施行する。 

   附 則 

  （施行期日等） 

１ この規程は、平成３年３月２７日から施行する。ただし、第５条別表第２の改正規定

は、平成３年４月１日から施行する。 

２ この規程（前項ただし書きに規定する改正規定を除く。）による改正後の社会福祉法

人あしたか太陽の丘理事等の報酬等に関する規程（以下「改正後の規程」という。）の

規定は、平成２年４月１日から適用する。 

３ 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の社会福祉法人あしたか太陽の丘理

事等の報酬に関する規程の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規程の規定によ

る報酬の内払とみなす。 

４ 附則第３項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に

定める。 

   附 則 

  （施行期日等） 

１ この規程は、平成４年３月２７日から施行し、平成３年１２月１日から適用する。 

  （報酬の内払） 

２ 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の社会福祉法人あしたか太陽の丘理

事等の報酬に関する規程の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規程の規定によ

る報酬の内払とみなす。 

３ 附則第３項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に

定める。 

   附 則 

  （施行期日等） 

１ この規程は、平成４年５月１４日から施行し、平成４年４月１日から適用する。 

  （報酬の内払） 

２ 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の社会福祉法人あしたか太陽の丘理

事等の報酬に関する規程の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規程の規定によ

る報酬の内払とみなす。 

３ 附則第２項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に

定める。 

   附 則 

  （施行期日等） 

１ この規程は、平成６年３月２８日から施行し、平成５年１２月１日から適用する。 

  （報酬の内払） 

２ 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の社会福祉法人あしたか太陽の丘理

事等の報酬に関する規程の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規程の規定によ

る報酬の内払とみなす。 
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３ 附則第２項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に

定める。 

   附 則 

  （施行期日等） 

１ この規程は、平成７年３月２４日から施行し、平成６年１２月１日から適用する。た

だし、第２条別表第１の改正規定は、平成７年４月１日から施行する。 

  （報酬の内払） 

２ 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の社会福祉法人あしたか太陽の丘理

事等の報酬に関する規程の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規程の規定によ

る報酬の内払とみなす。 

３ 附則第２項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に

定める。 

   附 則 

  （施行期日等） 

１ この規程は、平成１０年３月２５日から施行し、平成９年４月１日から適用する。 

  （報酬の内払） 

２ 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の社会福祉法人あしたか太陽の丘理

事等の報酬に関する規程の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の規程の規定によ

る報酬の内払とみなす。 

３ 附則第２項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に

定める。 

   附 則 

  （施行期日等） 

この規程は、平成１１年４月１日から施行する。 

   附 則 

  （施行期日） 

この規程は、平成１２年４月１日から施行する。 

   附 則 

  （施行期日） 

この規程は、平成１３年４月１日から施行する。 

   附 則 

この規程は、平成１４年４月１日から施行する。 

   附 則 

この規程は、平成１５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 
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附 則 

この規則は，平成１９年１０月１日から施行する。 

附 則 

この規則は，平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

  （施行期日等） 

この規則は、平成２１年１２月１日から施行する。ただし、第４条第２項の改正規定

は、平成２１年６月１０日から施行する。 

   附 則 

  （施行期日等） 

１ この規則は、平成２２年１２月１日から施行する。 

２ 平成２２年１２月に支給する期末手当に関する第４条第２項の規定の適用については、

同項中「100分の205」とあるのは「100分の200」とする。 

附 則 

この規則は，平成２３年１０月１日から施行する。 

附 則 

この規則は，平成２３年１２月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成３０年６月２２日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 

附 則 

この規則は、令和元年６月１８日から施行し、平成３１年４月１日から適用する。 

附 則 

この規則は、令和２年６月１７日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

附 則 

この規則は、令和３年６月２１日から施行する。 

附 則 

この規則は、令和４年６月２２日から施行する。 

附 則 

この規則は、令和５年４月１３日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

附 則 

この改正は、令和６年６月２０日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 
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附 則 

この規則は、令和７年６月１８日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

附 則 

この規則は、令和８年６月２２日から施行し、令和８年４月１日から適用する。 
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別表第１（第２条第２項関係） 

理事等の報酬 

区   分 報酬の額 

常勤の理事 月額  525,300 円 

非常勤の理事等 １会議につき 10,000 円 

備 考 

 １ 監事が事前監査を行った場合は、事前監査１件の報酬額を100,000円とする。 

 

別表第２（第５条第２項関係） 

１ 費用弁償 

 ⑴ 自家用自動車を使用する場合 

勤務地から、あしたか太陽の丘

までの距離の区分 

片道15㎞未

満の者 

片道15㎞以

上30㎞未満

の者 

片道30㎞以

上50㎞未満

の者 

片道50㎞   

以上の者 

１日につき弁償すべき費用の額 400円 900円 1,600円 2,000円 

有料道路代金は、上記のほかに実費を支給する。 

  

 ⑵ 公共の交通機関を使用する場合 

 種類 算定の方法 

鉄道賃 
旅客運賃実費 片道 ５０km以上 急行料金追加 

       片道 ７０km以上 特急料金追加 

車賃 バス利用の場合 実費 


